介護雇用プログラムＱ＆Ａ（応募）
Ｑ　いつ頃からいつ頃まで応募ができるのですか。
Ａ　９月中旬頃から求人票が出される予定です。
おおむね１０日間から２週間程度の求人期間がありますが、具体的な求人期間については各事業者の担当者にお尋ねください。また、事業者の情報については、県のホームページ（http://www.pref.shiga.jp/e/kenko-f/）や各ハローワーク、滋賀県福祉人材・研修センター（電話：077-567-3925）で提供しています。
Ｑ　どの地域の事業者がこのプログラムの求人票を出しているのか、知りたいのですが…。
Ａ　このプログラムの事業者は、
県のホームページ（http://www.pref.shiga.jp/e/kenko-f/）や各ハローワーク、滋賀県福祉
人材・研修センター（電話：077-567-3925）で情報提供します。
具体的な求人の時期等は、各事業者の担当者にお問い合わせください。
Ｑ　求人への応募は、必ずハローワークを通じて行わなければならないのですか。
Ａ　ハローワークのほか滋賀県福祉人材・研修センターにも求人が出ておりますので、ハローワークや滋賀県福祉人材・研修センターを通じて求人に応募するようにしてください。

なお、このプログラムの求人票備考欄に『滋賀県緊急雇用創出特別推進事業（介護雇用プログラム）』と記入されています。ご確認ください。
Ｑ　求人への応募にあたって、事前に職場見学や職場体験をすることはできますか。

Ａ　福祉・介護の職場や業務を理解するために、職場見学や職場体験は非常に有効です。
滋賀県福祉人材・研修センター（電話：077-567-3925）の登録事業所の中には、福祉の職場体験ができる事業所がありますのでお問い合わせください。
ただし、このプログラムの全ての事業所が、滋賀県福祉人材・研修センターの職場体験事業所として登録しているとは限りませんので、登録されていない場合は職場見学や体験が可能か直接事業者にお問い合わせください。
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